
議案第１１２号 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成２８年 ９ 月 ５ 日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例 

川崎市手数料条例（昭和２５年川崎市条例第６号）の一部を次のように改正

する。 

第２条ただし書中「第２６４号」を「第２６５号」に改め、同条第１３２号

中「第９６号」を「第９８号」に改め、同条第１３３号中「第９６号から第１

２９号まで」を「第９８号から第１３１号まで」に改め、同条中第２８０号を

第２８１号とし、第２６０号から第２７９号までを１号ずつ繰り下げ、同条第

２５９号ア中「第２５５号ア」を「第２５６号ア」に改め、同号イ中「第２５

５号イ」を「第２５６号イ」に改め、同号ウ (ア)ａ中「第２５５号ウ (ア)」を「第

２５６号ウ (ア)」に改め、同号ウ (イ)ａ(ａ)中「第２５５号ウ (イ)ａ」を「第２５６号

ウ (イ)ａ」に改め、同号ウ (イ)ｂ中「第２５５号ウ (イ)ｂ」を「第２５６号ウ (イ)ｂ」

に改め、同号ウ (イ)ｃ中「第２５５号ウ (イ)ｃ」を「第２５６号ウ (イ)ｃ」に改め、

同号を同条第２６０号とし、同条中第２５８号を第２５９号とし、同条第２５

７号ア (イ)中「第２５５号ア (イ)」を「第２５６号ア (イ)」に改め、同号イ (イ)中「第

２５５号イ (イ)」を「第２５６号イ (イ)」に改め、同号ウ (イ)中「第２５５号ウ (イ)」

を「第２５６号ウ (イ)」に改め、同号を同条第２５８号とし、同条第２５６号中



「第２５８号」を「第２５９号」に改め、同号を同条第２５７号とし、同条第

２５５号ア (イ)ａ中「第２５７号」を「第２５８号」に、「第２５９号」を「第

２６０号」に改め、同号ア (イ)ｂ及びｃ中「第２５９号」を「第２６０号」に改

め、同号を同条第２５６号とし、同条中第２５４号を第２５５号とし、同条第

２５３号ア (イ)中「第２５１号ア (イ)」を「第２５２号ア (イ)」に改め、同号イ (イ)中

「第２５１号イ (イ)」を「第２５２号イ (イ)」に改め、同号ウ (イ)中「第２５１号ウ

(イ)」を「第２５２号ウ (イ)」に改め、同号を同条第２５４号とし、同条第２５２

号中「第２５４号」を「第２５５号」に改め、同号を同条第２５３号とし、同

条第２５１号ア中「第２５３号」を「第２５４号」に、「第２５５号」を「第

２５６号」に、「第２５７号」を「第２５８号」に、「第２５９号」を「第２

６０号」に改め、同号イ中「第２５３号」を「第２５４号」に、「第２５５号」

を「第２５６号」に、「第２５７号」を「第２５８号」に改め、同号を同条第

２５２号とし、同条中第２５０号を第２５１号とし、第２４９号を第２５０号

とし、第２４８号を第２４９号とし、同条第２４７号中「第２４９号」を「第

２５０号」に改め、同号ア中「第２４５号ア (ア)又は (イ)」を「第２４６号ア (ア)又

は (イ)」に改め、同号イ中「第２４５号イ (ア)から (ケ)」を「第２４６号イ (ア)から (ケ)」

に改め、同号ウ中「第２４５号ウ (ア)又は (イ)」を「第２４６号ウ (ア)又は (イ)」に改

め、同号を同条第２４８号とし、同条第２４６号中「第２４８号」を「第２４

９号」に改め、同号を同条第２４７号とし、同条第２４５号イ中「第２４７号」

を「第２４８号」に改め、同号を同条第２４６号とし、同条中第２４４号を第

２４５号とし、第２３６号から第２４３号までを１号ずつ繰り下げ、第２３５

号の次に次の１号を加える。 

 （２３６） 建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１１条の４第

１項第１号から第６号までに掲げる書類（以下「建築計画概要書等」とい

う。）の写しの交付             １件につき ３００円 

１の建築計画概要書等ごとに１件とする。ただし、建築基準法施行規則

第１１条の４第１項第５号に掲げる処分等概要書の写しと当該処分等概要

書に係る同項第１号又は第２号に掲げる建築計画概要書又は築造計画概要

書の写しの交付の申請が同時に行われる場合は、１件とみなす。  

 第５条中「第２条第２７８号」を「第２条第２７９号」に改める。 

附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

建築計画概要書等の写しの交付に係る手数料を新設するため、この条例を制

定するものである。 



「第２５８号」を「第２５９号」に改め、同号を同条第２５７号とし、同条第

２５５号ア (イ)ａ中「第２５７号」を「第２５８号」に、「第２５９号」を「第

２６０号」に改め、同号ア (イ)ｂ及びｃ中「第２５９号」を「第２６０号」に改

め、同号を同条第２５６号とし、同条中第２５４号を第２５５号とし、同条第

２５３号ア (イ)中「第２５１号ア (イ)」を「第２５２号ア (イ)」に改め、同号イ (イ)中

「第２５１号イ (イ)」を「第２５２号イ (イ)」に改め、同号ウ (イ)中「第２５１号ウ

(イ)」を「第２５２号ウ (イ)」に改め、同号を同条第２５４号とし、同条第２５２

号中「第２５４号」を「第２５５号」に改め、同号を同条第２５３号とし、同

条第２５１号ア中「第２５３号」を「第２５４号」に、「第２５５号」を「第

２５６号」に、「第２５７号」を「第２５８号」に、「第２５９号」を「第２

６０号」に改め、同号イ中「第２５３号」を「第２５４号」に、「第２５５号」

を「第２５６号」に、「第２５７号」を「第２５８号」に改め、同号を同条第

２５２号とし、同条中第２５０号を第２５１号とし、第２４９号を第２５０号

とし、第２４８号を第２４９号とし、同条第２４７号中「第２４９号」を「第

２５０号」に改め、同号ア中「第２４５号ア (ア)又は (イ)」を「第２４６号ア (ア)又

は (イ)」に改め、同号イ中「第２４５号イ (ア)から (ケ)」を「第２４６号イ (ア)から (ケ)」

に改め、同号ウ中「第２４５号ウ (ア)又は (イ)」を「第２４６号ウ (ア)又は (イ)」に改

め、同号を同条第２４８号とし、同条第２４６号中「第２４８号」を「第２４

９号」に改め、同号を同条第２４７号とし、同条第２４５号イ中「第２４７号」

を「第２４８号」に改め、同号を同条第２４６号とし、同条中第２４４号を第

２４５号とし、第２３６号から第２４３号までを１号ずつ繰り下げ、第２３５

号の次に次の１号を加える。 

 （２３６） 建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１１条の４第

１項第１号から第６号までに掲げる書類（以下「建築計画概要書等」とい

う。）の写しの交付             １件につき ３００円 

１の建築計画概要書等ごとに１件とする。ただし、建築基準法施行規則

第１１条の４第１項第５号に掲げる処分等概要書の写しと当該処分等概要

書に係る同項第１号又は第２号に掲げる建築計画概要書又は築造計画概要

書の写しの交付の申請が同時に行われる場合は、１件とみなす。  

 第５条中「第２条第２７８号」を「第２条第２７９号」に改める。 

附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

建築計画概要書等の写しの交付に係る手数料を新設するため、この条例を制

定するものである。 


